
人権集会～６月は「心のきずなを深める月間」です～ 
６月は熊本県・熊本市では「心のきずなを深める月間」とされています。この期間は、

学校・家庭・地域が互いの役割と責任を強く自覚していじめの未然防止 推進することに

なっています。学校では、１３日（金）に人権集会を行いました。まず初めに社会科の先

生から「子どもの権利条約」「子ども基本法」についての説明がありました。「人それぞれ

に自由や権利が保障されているが、大切なことはお互いの権利を侵害しないこと、尊重す

ること」という話をされました。人権教育主任の先生からは１２月に計画されている「子

どもフォーラム」についての説明がありました。子どもたちは真剣に先生の話を聞いてい

ました。 

子ども基本法の基本理念には「差別を受けることがないこと」「教育を受ける機会が等

しく与えられること」「子ども自身が意見を表明し、社会的活動に参画する機会があるこ

と」というものがあります。学校では、「子どもたちが安心安全に過ごせる学校環境の整

備」「主体的に学び活動する機会の保障」を大切にしていきたいと考えています。 

最後に生徒会三役のリードによって、全校生徒で「植木北中学校人権宣言」を唱和しま

した。 

 

 


